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Ⅳ 資 料 編 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災の教訓⑦ 「これがあればよかった、、、」 

—東日本大震災における学校等の対応等に関する調査報告書 被災３県2,617 校調査回答 

「参考資料 自由回答記述集 地震による被害状況と対応について」（平成24 年3 月文部科学省） 

より抜粋— 

【帰宅困難な児童生徒が発生した際に必要となる対応や備品など】 

○水、飲み物、非常食、乾パン、インスタント食品、缶詰、おやつ、塩、みそ、梅干し等 

○暖房器具 

○毛布、防寒衣料等の防寒用品 

○乾電池、懐中電灯、発電機、発電用ガソリン等 

○寝具、紙コップ、紙食器、洗面用具、タオル、衛生用品などの日常品 

○水洗トイレ用の水、使い捨てトイレ、トイレットペーパー等 

○ガスコンロ、簡易コンロ用ガスボンベ 

○携帯電話の充電器 

○ラジオ 

○照明器具、投光器、ろうそく、マッチ、電子ライター 

○風雨や寒さを凌ぐための建物 

○防寒に必要なテント類、シュラフ、毛布、布団 

○衣類、着替えの下着、靴下、運動着等 

○医薬品、応急処置用薬品セット、包帯、さらし、マスク等 

○非常用の倉庫 

○ハンドマイク、トランシーバー 

○ヘルメット、担架 

○ビニールシート、ロープ、ブルーシート、ござ、段ボール、古新聞紙、雨具 

資料 １ 避難所としての学校施設の利用区分表の作成＜P８９＞ 

 資料 ２ 震度階級表（抄）＜P９０＞ 

 資料 ３ 避難所・関係機関一覧／災害ダイヤル・災害Web 掲示板＜P９１＞ 

 資料 ４ 地域避難所防災倉庫備蓄品一覧＜P９７＞ 

 資料 ５ 防災倉庫一覧＜P９８＞ 

 資料 ６ 防災マップ＜P９９＞ 

 資料 ７ 災害用スマートフォンの基本操作＜P１００＞ 

 資料 ８ 自然宿泊体験教室事業における施設の防災対策について＜P１０６＞ 

 資料 ９ 避難行動要支援者名簿の地域避難所への配備＜P１０７＞ 

 資料１０ 弾道ミサイルに関するＪアラート発令時の幼児・児童・生徒の登校等 

      の対応について＜P１０８＞ 

 資料１１ 感染症対策について（地域避難所運営マニュアルより抜粋）＜P１10＞ 
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（資料１） 

 

避難所としての学校施設の利用区分表の作成 

１ 学校施設の利用区分は、毎年度当初に各校で計画を作成する。 

    ＜利用スペースの区分＞ 

① 自校の子ども用保護スペース 

在校時に発災した場合に、児童・生徒を保護者へ引き渡すまで保護するための教室等のスペース 

（引渡しの進捗状況により、規模を順次縮小して、避難所への開放に向けて準備）。 

② 学校（施設）管理機能維持スペース 

学校の教育機能の確保の観点から、避難所として使用しないスペース 

校長室・職員室・事務室・主事室・警備室・各準備室・職員用更衣室・開放に支障ある特別教室等 

③ 避難所の管理維持スペース 

 避難所の管理機能の確保の観点から、一般避難者の収容に使用しないスペース 

放送室・相談室・給食調理室等 

④ 病弱者、負傷者等の保護スペース 

 保健室・開放して支障のない和室等 

⑤ 感染症対策用スペース 

 保健室・開放して支障のない和室等 

⑥ 同行避難してきたペットや放浪動物の保護・救護スペース（なるべく雨・風のしのげる場所） 

 屋外プールの更衣室等 

⑦ 一般住民の避難所として利用できるスペース 

体育館・格技室・開放して支障のない特別教室（視聴覚室）等 

※児童・生徒の引取りが完了した後の自校の子ども用保護スペースも活用 

      

２ 避難所として利用させる場合には、つぎのことに留意する。 

① おおむね居室3.3 ㎡当たり2 人とする。 

② 適当な人員（30～40 人程度）で班を編成し、班長を定める。 

班は、町会・自治会ごとに編成し、班長には役員をあてることが望ましい。 

③ 使用順位により、被災者を整然と入室させる。 

④ ペット等の避難スペースに関する備品・ルール等は「地域避難所におけるペット等飼育ルール」を

参照する。 
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                                 震度階級表（抄）        （資料２） 

震度 人     間 屋 内 の 状 況 屋 外 の 状 況 

０ 人は揺れを感じないが、地震計には

記録される。 
— — 

１ 人は揺れを感じないが、地震計には

記録される。 
— — 

２ 屋内で静かにしている人の中には、

揺れを感じる。眠っている人の中に

は、目を覚ます人もいる。 

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ

る。 — 

 3 屋内にいる人のほとんどが、揺れを

感じる。歩いている人の中には、揺れ

を感じる人もいる。眠っている人の

大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てることがあ

る。 

電線が少し揺れる。 

 4 ほとんどの人が驚く。歩いている人

のほとんどが、揺れを感じる。眠って

いる人のほとんどが、目を覚ます。

   

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚

にある食器類は音を立てる。座りの悪い

置物が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転してい

て、揺れに気付く人がいる。 

5 弱 

 

大半の人が、恐怖を覚え、物につかま

りたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚

にある食器類、書棚の本が落ちることが

ある。座りの悪い置物の大半が倒れる。固

定していない家具が移動することがあ

り、不安定なものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。電柱が揺れるのがわかる。道路に被害

が生じることがある｡ 

5 強 大半の人が、物につかまらないと歩

くことが難しいなど、行動に支障を

感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレビが台から落ちるこ

とがある。固定していない家具が倒れる

ことがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。補強

されていないブロック塀が崩れることが

ある。据付けが不十分な自動販売機が倒れ

ることがある。自動車の運転が困難とな

り、停止する車もある。 

6 弱 立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が移動し、倒

れるものもある｡ドアが開かなくなるこ

とがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下するこ

とがある。 

6 強 立っていることができず、はわない

と動くことができない。揺れにほん

ろうされ、動くこともできず、飛ばさ

れることもある。 

固定していない家具のほとんどが移動

し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建

物が多くなる。補強されていないブロック

塀のほとんどが崩れる。 

 7 固定していない家具のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する建

物がさらに多くなる。補強されているブロ

ック塀も破損するものがある。 

 

        

（気象庁「震度階級関連解説表」より抜粋。令和８年２月現在） 
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避難所・関係機関一覧／災害ダイヤル・災害 Web 掲示板    （資料３） 
（１）地域避難所一覧（令和７年１２月現在） 

（全て地震時指定避難所。洪水、内水氾濫、崖崩れ時に開設されない避難所は×印） 
施設名 所在地 電話番号（FAX) 

八雲小学校 八雲２－５－１ 
3718-6306 

FAX    3718-5752 

菅刈小学校    ×崖 

菅刈公園 ×洪・内・崖 
青葉台３－３－２６ 

        3461-2569 
FAX   3461-0623 

下目黒小学校 ×洪・内 目黒２－７－９ 
        3491-0332 
FAX   5496-4859   

碑小学校 碑文谷１－１８－２ 
3714-1594 

FAX    3714-1770   

中目黒小学校 中目黒３－１３－３ 
3711-7628 

FAX    3711-7626   

油面小学校 中町１－５－４ 
3719-1694 

FAX   3719-6645 

大岡山小学校 平町２－３－１ 
3718-5306 

FAX   3718-5682 

烏森小学校 上目黒３－３７－２７ 
3719-1794 

FAX   3719-2857 

向原小学校  ×洪・内 目黒本町６－７－１５ 
3714-1795 

FAX   3714-6204 

五本木小学校 五本木２－２４－３ 
3711-8494 

FAX   3711-8420 

鷹番小学校 中央町１－２０－２６ 
3714-2594 

FAX   3714-3796 

田道小学校  ×洪・内 目黒１－１５－２８ 
3711-8594 

FAX   3711-8590 

月光原小学校 目黒本町４－１５－３ 
3714-2694 

FAX   3714-3260   

駒場小学校 駒場３－１１－１３ 
3467-4461 

FAX   3465-5987   

緑ヶ丘小学校 緑が丘２－１３－１ 
3718-5406 

FAX   3718-5389 

原町小学校 原町２－１８－１２ 
3714-2794 

FAX   3714-3995 

不動小学校 下目黒６－１１－３５ 
3714-3594 

FAX   3714-4654   

上目黒小学校 五本木１－１２－１３ 
3719-2594 

FAX   3719-2747 

東根小学校 東が丘１－２０－１ 
3424-4511 

FAX   3424-6614 

中根小学校 緑が丘１－１－１ 
3718-4506 

FAX   3718-5229 

宮前小学校 八雲３－１３－２１ 
３718-5506 

FAX   3718-5091 

東山小学校 東山２－２４－２５  
3719-2694 

FAX   3719-5406 
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施設名 所在地 電話番号（FAX) 

第一中学校 大橋２－１１－１ 
3466-6158 

FAX   3466-6182 

目黒南中学校 碑文谷１－１－３３ 
3714-3794 

FAX   3714-3761 

目黒西中学校 碑文谷４－１９－２５ 
3714-4594 

FAX    3714-4751 

第十中学校 八雲５－２－１ 
3418-6406 

FAX    3718-6144 

東山中学校 東山１－２４－３１ 
3711-8794 

FAX    3711-8896 

目黒中央中学校 中町２－３７－３８ 
3711-8394 

FAX   3711-8287 

大鳥中学校 下目黒３－２３－１８ 
3714-3694 

FAX   3714-3660 

めぐろ学校 

 サポートセンター 
中目黒３－６－１０ 

3715-1531 

FAX   3715-2846 

碑文谷公園×洪・内・崖 

碑文谷体育館 

 

碑文谷６－９－１１ 
3710-4475 

めぐろ区民キャンパス 

 

八雲１－１－１ 

 

5701-2795 

FAX    5701-2794 

都立桜修館中等教育学校 

×洪・内・崖 
八雲１－１－２ 3723-9910 

都立駒場高等学校  
×洪・内・崖 大橋２－１８－１ 

3466-2481 

都立国際高等学校  

×洪・内・崖 
駒場２－１９－５９ 3468-6811 

都立目黒高等学校  

×洪・内・崖 
祐天寺２－７－１５ 3792-5541 

自由ヶ丘学園高等学校 

     ×洪・内・崖 
自由が丘２ー２１ー１ 3717-0388 

目黒学院中学校・高等学校 中目黒１－１－５０ 
3711-6556 

FAX  3713-7448 
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（２）補完避難所施設一覧（令和７年１２月現在） 

施   設   名 所在地 電話番号 

目黒区総合庁舎別館（社会福祉協議会） 上目黒２－１９－１５ 3719-8909 
東山地区センター（社会教育館） 東山３－２４－２ 3791-4611 
緑が丘コミュニティセンター本館（緑が丘文化会館） 緑が丘２—１４－２３ 3723-8741 
目黒区民センター（中小企業センター・体育館等） 目黒２－４－３６ 3711-1194 
南部地区センター（目黒本町社会教育館等） 目黒本町２－１－２０ 3792-6321 
田道ふれあい館（田道住区センター・目黒エコプラザ） 目黒１－２５－２６ 5721-2303 
中央町さくらプラザ（中央町社会教育館等） 中央町２－４－１８ 3713-4127 
駒場住区センター 駒場１－２２－４ 3469-2613 
菅刈住区センター（いこいの家含む） 青葉台２－１０－１８ 3461-7235 
東山住区センター（いこいの家含む） 東山２－２４－３０ 3715-1836 
烏森住区センター(いこいの家・児童館含む) 上目黒３－４４－２ 3719-0594 
中目黒スクエア（中目黒住区） 中目黒２－１０－１３ 5721-8575 
田道住区三田分室（いこいの家含む） 三田２－１０－３３ 3791-7901 
下目黒住区センター（いこいの家含む） 下目黒２－２０－１９ 5496-5813 
不動住区センター（いこいの家含む） 下目黒６－８－２３ 3793-8901 
上目黒住区センター(児童館含む) 祐天寺２－６－６ 3793-1101 
油面住区センター(児童館含む) 中町１－６－２３ 3719-0894 
五本木住区センター（児童館含む） 中央町２－１７－２ 3791-3541 
鷹番住区センター（いこいの家含む） 鷹番３－１７－２０ 3715-9231 
月光原住区センター（いこいの家含む） 目黒本町４－１６－１８ 3714-0694 
向原住区センター(いこいの家・児童館含む) 目黒本町５－２２－１１ 3794-5441 
碑住区センター（いこいの家含む） 碑文谷２－１６－６ 3792-0784 
原町住区センター(児童館含む) 南１－８－９ 3725-0731 
大岡山東住区センター（いこいの家含む） 碑文谷３－１５－５ 3792-7301 
大岡山西住区センター 平町１－１５－１２ 3724-5251 
中根住区センター（いこいの家含む） 大岡山１－３７－２ 3725-8665 
自由が丘住区センター 自由が丘１－２４－１２ 3718-1195 
自由が丘住区センター宮前分室（いこいの家含む） 八雲３－２２－１５ 3723-7104 
八雲住区センター(いこいの家・児童館含む) 八雲１－１０－５ 3718-0851 
中根一丁目会議室（八雲住区） 中根１－１０－２２ 3718-0851 
東根住区センター（いこいの家含む） 東が丘１－７－１４ 3795-4445 
旧都立芸術高校跡地 大橋２－１８－５８  
中目黒ＧＴプラザホール 上目黒２－１－３ 6412-5377 
菅刈公園和館 青葉台２－１１－２５ 3462-4110 
三田防災街づくり会館 三田２－７－１  
三田フレンズ（住区会議室） 三田１－１１－２６ 5722-8065 
平町エコプラザ 平町１－５－３ 5729-1901 
○民日本工業大学駒場中学校・高等学校 駒場１－３５－３２ 3467-2130 
○民多摩大学目黒中学校・高等学校 下目黒４－１０－２４ 3714-2661 
○民東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス 上目黒１－９－１ 6455-2700 
○民八雲学園中学校・高等学校 八雲２－１４－１ 3717-1196 
○民立正佼成会目黒教会 碑文谷５－５－８ 5721-5551 
○民アトリオドゥーエ碑文谷（スポーツクラブ） 碑文谷５－１３－１２ 5768-8866 
○民宗教法人円融寺 碑文谷１－２２－２２ 3712-2098 
○民目黒日本大学中学校高等学校 目黒１－６－１５ 3492-3388 

※ 災害時には各施設の補完避難所機能について適宜変更することがある。※ ○民は災害時協定の民間施設 
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（３）福祉避難所一覧（令和７年１２月現在） 

高齢者 

施設名 所在地 電話番号 

なかめぐろホーム 中目黒５－７—３５ 5704-3631 

さんホーム目黒 目黒３－２０－８ 6303-3137 

ひがしがおかホーム 東が丘１－６－４ 5481-5639 

ひがしやまホーム 東山３－２４－６ 3791-8451 

清徳苑 目黒本町４－２－１ 3794-5577 

駒場苑 大橋２－１９－１ 3485-9823 

青葉台さくら苑 青葉台３－２１－６ 3791-3503 

田道ふれあい館（高齢者センター） 目黒１－２５－２６ 5721-2291 
田道ふれあい館（在宅ケア多機能センター） 目黒１－２５－２６ 5721-2295 

目黒中央の家 中央町２ー３２ー２３ 5734-1620 

こぶしえん（特別養護老人ホーム） 下目黒６ー１８—２ 5722-5550 

障害者 

施設名 所在地 電話番号 

下目黒福祉工房 下目黒３－１０－２ 3793－2590 

目黒本町福祉工房 目黒本町1－14－24 3713－5798 

すくすくのびのび園 中央町１－２３－２４ 3714－1617 

かみよん工房 上目黒４－１－２６ 3760－3059 

大橋えのき園 大橋２－１９－３８ 3465－5192 

あいアイ館 八雲１－１－８ 5701－2221 

東が丘障害福祉施設 東が丘１－２１－１５ 3410－0078 

スマイルプラザ中央町 中央町２－３２－５ 3714－5311 

こぶしえん（障害者支援施設） 下目黒６ー１８－２ 5722－5550 

乳幼児 

施設名 所在地 電話番号 

駒場保育園 駒場１－２２－１ 3469ー6775 

田道保育園 目黒３－４－４ 3760－3935 

中町保育園 中町２－３７－１５ 3719－2640 

南保育園 南１－１８－３０ 3717－5177 

八雲保育園 八雲３－１０－１８ 3718－4084 
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（４）広域避難場所一覧（令和７年１２月現在） 

 

１ 大地震火災時における目黒区の広域避難場所 
 

避難場所 区域面積 避難有効面積 利用区 避難計画人口 

駒場東大一帯 394,096 ㎡ 222,874 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 
渋谷区 

42,653 人 

中目黒公園一帯 197,428 ㎡ 104,368 ㎡ 
目黒区 

70,886 人 

世田谷公園一帯 286,870 ㎡ 165,906 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 

49,185 人 

東京科学大学 259,195 ㎡ 109,739 ㎡ 
品川区 
目黒区 
大田区 

94,529 人 

駒沢オリンピック公園一帯 492,406 ㎡ 314,497 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 

155,128 人 

林試の森公園 181,033 ㎡ 106,136 ㎡ 
品川区 
目黒区 

98,859 人 

恵比寿ガーデンプレイス 107,943 ㎡ 54,245 ㎡ 
目黒区 
渋谷区 

36,924 人 

駒場地区 192,063 ㎡ 109,951 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 

34,393 人 

 

 

２ 避難地区割当 
 

避難場所 避難割当地区（丁目） 
駒場東大一帯 駒場3,4   

世田谷区の一部、渋谷区の一部 

中目黒公園一帯 
上目黒1,2  中目黒 3,4,5  三田2  目黒1,2,3,4  下目黒 1,2 と 3,4,5,６の各一
部 中町1,2  祐天寺1,2 

世田谷公園一帯 
東山1,2,3  上目黒3,4,5  五本木1,2,3 
世田谷区の一部 

東京科学大学 
原町1,2  洗足1,2  南1,2,3  大岡山1,2  緑が丘1,2,3 
品川区の一部、大田区の一部 

駒沢オリンピッ
ク公園一帯 

中央町1,2  目黒本町2  碑文谷1,2,3,4,5,6  鷹番1,2,3  平町1,2 
自由が丘1,2,3   中根1,2   柿の木坂1,2,3  八雲1,2,3,4,5  東が丘1,2 
世田谷区の一部 

林試の森公園 
下目黒3,4,5,6 の各一部 目黒本町1,3,4,5,6 
品川区の一部 

恵比寿ガーデン
プレイス 

三田1 
渋谷区の一部 

駒場地区 駒場1,2  大橋1,2 世田谷区の一部 
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（５）関係機関連絡先 

機 関 名 所 在 地 電話番号（FAX) 

目黒区防災センター 中央町１－９－７ 5723-8700 

    5723-8488 

    FAX  5723-8725 

教育委員会事務局 上目黒２－１９－１５ 5722-9300 
 

教育政策課   FAX  5722-9332 

目黒区役所交換台 上目黒２－１９－１５ 3715-1111 

目黒区保健予防課 上目黒２－１９－１５   5722-9396 

（保健管理係）  FAX  5722-9508 

碑文谷保健センター 碑文谷４－１６－１８   3711-6446 

   FAX  5722-9330 

清掃事務所 目黒本町２－１３－１９ 
  3719-5345 

FAX  5722-9330 

目黒警察署 中目黒２－７－１３ 3710-0110 

   FAX  3710-0120 

碑文谷警察署 碑文谷４－２４－１７   3794-0110 

   FAX  3794-0900 

目黒消防署 下目黒６－１－２２   3710-0119 

   FAX  3794-4196 

水道局目黒営業所 中町２－４３－１８   5773-6126 

下水道局南部下水道事務所 下目黒２－１－１５   5734-5031 

   FAX  5754-6400 

東京電力品川支社 品川区西五反田   3493-9224 

 ５－３－１ FAX  4486-2493 

東京ガス㍿中央支店 目黒３－１－３   5722-2062 

NTT 東日本目黒支店 中町２－４８－２６   5712-3745 

 
（６）その他 

●災害用伝言ダイヤル１７１の使い方 

伝言の録音 １７１→１→（××）×××—×××× 

       市外局番からダイヤルします。 

※携帯電話やPHS、NTT 以

外の通信事業者の電話からの利

用は、契約の各通信事業者へお

問い合わせください。 

伝言の再生 １７１→２→（××）×××—×××× 

市外局番からダイヤルします。 

●災害用伝言板（web171）の使い方（NTT 東日本の例） 

登録方法 ① インターネットで「https://www.web171.jp」へアクセスする。 

② 利用規約に同意する。 

③ 伝言を登録する電話番号を入力し、メッセージを入力する。（全角100 文字まで） 

閲覧方法 登録方法の①、②を行い、③の電話番号を入力すると、メッセージを見ることができる。 
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                                           （資料４） 

地域避難所防災倉庫備蓄品一覧 

（標準倉庫：面積14.4 ㎡）                         令和７年４月現在 

備蓄物資名 数量 備蓄物資名 数量 備蓄物資名 数量 

発電機（3500W） 
※1 一部避難所のみ 

1台 Ｄ級ポンプ 1台 ビスケット 1,280食 

発電機（1600W） 2台 移動式蛇口（給水架台含） ２式 ソフトビスケット 900食 

発電機（900W） 6台 
応急給水用資機材セット 
（黄:応急給水栓用） 

1式 ライスクッキー（アレルギー対応） 48食 

投光機（三脚含） 20式 
応急給水用資器材セット 
（青:消火栓用） 

1式 
粉ミルク（一般用16缶、アレルギー用1
缶） 

1箱 

大型炊飯器（バーナー含） 1式 ※1 下水道直結型トイレ（和式） 1台 飲料水（粉ミルク用） 108ℓ 

コードリール 11巻 ※1 下水道直結型トイレ（洋式） 3台 白粥（要配慮者用） 50食 

電源延⾧コード（投光機用） 3本 ※1 下水道直結型トイレ（車椅子用） 1 台 毛布 550枚 

ガソリン缶詰（1ℓ） 30缶 
※1 トイレ工具セット 

（マンホール用フック等） 
1式 サバイバルブランケット 1,000枚 

灯油缶詰（1ℓ） 30缶 災害用組立トイレ（貯留タイプ） 1台 パーテーション（テント） 2台 

携行缶 2缶 災害用組立トイレ（男性小用） 2台 避難所旗（地域避難所・救護所） 6 式 

懐中電灯 14個 簡易便座（収納袋100 袋含む） ８式 三角巾 100枚 

トランジスタメガホン 4台 幼児用便座 2個 消臭剤 5本 

単二・単三電池 80本 救助用資機材 1式 アルミ食器 1,200個 

※1 特設公衆電話セット 1式 担架 2台 ほ乳瓶 40本 

※1 応急危険度判定用資器材 1式 おんぶ帯・抱っこひも（大人・子供用） 11個 ランタン(トイレ用) 5個 

事務用品箱（避難者名簿等） 1式 ブルーシート 20枚 防犯ブザー 10個 

USB充電器（10口） ２個 ウェットティッシュ 200袋 安否確認用資機材 1式 

充電ケーブル 10本 救急箱 １箱 ペットケージ（大） 2個 

ペットケージ（小） 1個 蓄電池（太陽光パネル付） 1台 衛生用手袋  500枚 

ポリシート（５０ｍ） 2本 バケツ 1個 手指消毒剤 12L 

非接触型体温計 ３本 サージカルマスク 4,000枚 ペーパータオル 2000枚 

次亜塩素酸ナトリウム（600ｍｌ） 1本 フェイスガード 40枚 屋内テント（内不織布テント3基） 23基 

モバイルルーター 1台 防護服（シューズカバー含む） 30枚 自動翻訳機 １台 

※2 受付テント 2基 ゼッケン（4色） 40枚 

※１ 都立高校を除く 
※２ 区民キャンパスや公園を含む避難所は４基   
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（資料５） 

防 災 倉 庫 一 覧  

令和７年１２月現在 

 地域避難所名等 倉庫面積 設置年度 備    考 

北 
 

部 

都立国際高等学校 14.4 平成11 年度   

駒場小学校 14.4 平成５年度  

第一中学校 14.4 平成３年度  

都立駒場高等学校 14.4 平成10 年度   

菅刈小学校 23.82 
平成５年度 

平成30 年度 

14.4 ㎡+4.71 ㎡+4.71 ㎡

（菅刈公園） 

東山中学校 14.4 平成３年度  

東山小学校 （53.74） 平成30 年度 東山小学校内防災備蓄倉庫

烏森小学校 9.6 平成７年度  

東 
 

部 

目黒学院中学校・高等学

校 
5.55 令和6 年度 

1.98 ㎡+3.57 ㎡（学校倉庫も利用） 

+東部地区中目黒公園備蓄倉庫利用 

めぐろ学校サポートセン 14.4 平成４年度  

中目黒小学校 21.0 平成２年度 学校倉庫利用 

田道小学校 14.4 平成７年度   

下目黒小学校 24.33 
平成４年度 

平成30 年度 
14.4 ㎡+9.93 ㎡ 

大鳥中学校 20.97 
平成５年度 

平成30 年度 
14.4 ㎡+6.57 ㎡ 

不動小学校 14.4 平成４年度   

 

中 

               

央 

  

上目黒小学校 16.8 平成４年度 9.6 ㎡＋7.2 ㎡ 

都立目黒高等学校 14.4 平成11 年度  

油面小学校 78.4 平成５年度 空教室も利用 

目黒中央中学校 17.32 平成７年度  

五本木小学校 30.0 平成７年度 学校倉庫利用 

鷹番小学校 19.11 平成５年度 14.4 ㎡+4.71 ㎡(簡易倉庫

碑文谷公園  4.71(236.89） 平成13 年度 4.71 ㎡+碑文谷体育館備蓄

南 

  

部  

月光原小学校 14.4 平成５年度   

向原小学校 13.71 平成５年度 学校倉庫利用＋簡易倉庫 

碑小学校 48.8 平成３年度 学校倉庫利用 

原町小学校 14.4 平成４年度   

目黒南中学校 41.6 平成６年度 9.6 ㎡＋32.0 ㎡（空教室も

目黒西中学校 14.4 平成４年度  

西 

  

部 

 

大岡山小学校 14.4 平成５年度   

中根小学校 20.6 平成２年度 中根住区センター倉庫利用 

緑ヶ丘小学校 14.4 平成７年度   

自由ヶ丘学園高等学校 4.41 平成30 年度  

宮前小学校  （341.35） 昭和59 年度 西部地区備蓄倉庫利用 

めぐろ区民キャンパス・ 

都立桜修館中等教育学校 
(350.02) 平成12 年度 応急対策資機材等倉庫利用 

八雲小学校 14.4 平成６年度  

第十中学校 16.78 平成４年度 14.4 ㎡+2.38 ㎡(簡易倉庫

東根小学校 28.8 平成４年度 14.4 ㎡２棟 
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（資料６） 
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 （資料７） 

災害用スマートフォンの基本操作 
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 （資料８）   

 

 

 

 

 

自然宿泊体験教室事業における施設の防災対策について 

 

平成２５年度の自然宿泊体験教室の施設の安全性及び災害時の対策については、下記のとおり 

となっています。 

 

１ 興津自然学園の防災対策 

（１）建物の耐震性について 

昭和５６年に改正された新耐震基準に基づいて設計されています。比較的発生頻度の高い中規 

模の地震（震度５強程度）では損傷がなく、極めてまれな大規模の地震でも人命に関わるような 

倒壊や崩壊が起こらないように設計されています。また、高台に位置するため、勝浦市の津波避 

難所に指定され、地元の方の受け入れの実績があります。体育館の天井照明についても、２２年 

度改修工事の際に、ボルトの引き抜き試験に加え、落下防止ワイヤーを設置して２重の対策を講 

じています。 

なお、建物の位置する高台の斜面については毎年専門業者による安全点検を実施しています。 

（２）停電対策 

停電時３０分点灯（法定）の非常灯のほか、消火ポンプの起動用の非常用自家発電装置を設置 

しています。（稼動時間約２２時間のディーゼル（軽油）発電機）火災が発生してない場合は一 

部の室内灯の点灯、揚水ポンプ、浄化槽ポンプ及び厨房の電灯・コンセント・冷蔵庫（調理機器 

は対象外）の作動に利用できます。燃料補給が出来れば稼動時間の延長が可能です。 

（３）備蓄食料の配置 

自然宿泊体験教室事業を実施するにあたり、災害が発生したことにより児童・生徒が帰校困難 

になった場合に備えて、２００名の児童・生徒３日分の食料（乾パン４００食、アルファ化米 

１，２００食、５００ｍｌペットボトル１，６００本）を備蓄しています。 

（４）避難場所等の周知 

勝浦市の防災マニュアル・防災マップを各校に配布しています。災害時における各体験活動場 

所についての防災情報を各学校に案内すると共に、周辺自治体の防災に関する情報については、 

各自治体のホームページにより確認するよう周知しています。 

２ 八ヶ岳林間学園における防災対策 

八ヶ岳林間学園の建物についても、興津自然学園と同様に昭和５６年に改正された新耐震基準に 

基づく建物となっています。また、停電時３０分点灯（法定）の非常等のほか、消火ポンプの起動 

用の非常用自家発電装置を設置しています。 

備蓄食料についても、興津自然学園と同様に、２００名の児童・生徒３日分の食料を備蓄してい 

ます。 

 

以  上 

 

       

 
 
 
 
 

平成２５年５月１日 

教 育 指 導 課 

教職員・教育活動課 
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 （資料９） 

 

避難行動要支援者名簿の地域避難所への配備 

１ 概要 

（１）目的 

災害発生時に、避難行動要支援者（自力で避難することが困難な方）について、速やかに安否確認や避難支

援に用いることを可能とするため、安否確認等の拠点となる地域避難所に避難行動要支援者名簿を配備する。 

（２）名簿の位置づけ 

避難行動要支援者名簿（対象者名簿）は、平成２５年の災害対策基本法の改正により、区市町村に作成が義

務づけられたもので、災害時の安否確認や避難支援に活用される。 

 

２ 根拠 

災害対策基本法及び目黒区地域防災計画 

 

３ 名簿の配備先 

（１）区担当所管課 （区健康福祉計画課、区防災課） 

（２）地域避難所 小中学校等３７か所 

 

４ 保管ボックス（写真参照）            （保管ボックス写真） 

（１）テンキー式保管ボックス（鍵付） 

（２）壁に直接ネジ等により固定  

（３）設置場所は基本的に事務室（職員室） 

    ※施設職員等の目が届き、不特定多数の人が自由 

に出入り出来ない部屋に設置。 

（４）要配慮者支援部職員しか開錠できない。 

 

５ 名簿使用の流れ 

災害発生時、各地域避難所に指定された要配慮者 

支援部職員が参集し、保管ボックスから名簿を取り 

出して安否が未確認の要配慮者を抽出する。 

民生児童委員、介護事業所職員、障害福祉サービス事業者、 

地域住民等で安否確認チームを構成し、要配慮者の安否確認を実施する。 

 

６ その他 

（１）避難行動要支援者名簿については、健康福祉計画課が維持管理を行う。 

（２）要配慮者支援部の指定職員は、年２回の名簿の交換時に保管ボックスの設置場所を確認。 

（３）保管ボックスの破損等を発見した場合は、下記担当に連絡。 

【健康福祉部健康福祉計画課】 ０３－５７２２－９６８９ 
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（資料１０） 

 

目教指第４４３６号（平成２９年９月８日付）抜粋 

  

  弾道ミサイルに関するＪアラート発令時の幼児・児童・生徒の登下校等の対応について 

 

１ 基本的な考え方 

・幼児、児童、生徒の安全を第一とした必要な措置を確保する。 

・保護者、教職員等についても、自身の安全を確保した上で行動する。 

・公共機関等が発信する情報等の収集に努め、正確な情報に基づいて判断し行動する。 

 

２ 学校・園における対応 

（１）登校・園前に発令された場合 

自宅待機とする。 

「ミサイル通過」等により安全が確認された場合、原則として、登校・園する。 

（２）登下校・園中に発令された場合 

「ミサイル通過」等により安全が確認された後、学校・園は、幼児・児童・生徒 

の安否確認をする。 

（３）在校・園中に発令された場合 

ア 身の安全を確保する。 

（ア）屋外にいる場合は、校・園舎の中に避難させる。 

（イ）屋内にいる場合は、できるだけ窓から離れ、可能な限り窓のない 

部屋へ速やかに移動させる。 

イ 学校・園内待機とする。 

ウ 「ミサイル通過」等により安全が確認され、学校・園が安全と判断した場合、 

授業等の再開又は保護者による幼児・児童・生徒の引取りを行う。 

（４）自然宿泊体験教室等の実施について 

ア 出発時に発令された場合 

（ア）身の安全を確保する。 

①屋外にいる場合は、校・園舎の中に避難させる。 

②屋内にいる場合は、できるだけ窓から離れ、可能な限り窓のない 

部屋へ移動させる。 

（イ）「ミサイル通過」等により安全が確認され、学校・園が安全と判断した場 

合、自然宿泊体験教室等への出発又は保護者による幼児・児童・生徒の引取り 

を行う。 

イ 自然宿泊体験教室等の実施中に発令された場合 

（ア）身の安全を確保する。 

①屋外にいる場合は、近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難させる。 

②近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守 

らせる。 

③屋内にいる場合は、できるだけ窓から離れ、可能な限り窓のない部屋へ移 

動させる。 

（イ）「ミサイル通過」等により安全が確認され、学校・園が安全と判断した場 

合、自然宿泊体験教室等の再開又は帰校・園、保護者による幼児・児童・ 

生徒の引取りを行う。 

ウ 帰校（降園）時に発令された場合 
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（ア）身の安全を確保する。 

①屋外にいる場合は、校舎の中に避難させる。 

②屋内にいる場合は、できるだけ窓から離れ、可能な限り窓のない 

部屋へ移動させる。 

（イ） 「ミサイル通過」等により安全が確認され、学校・園が安全と判断した場 

合、帰校（降園）又は保護者による幼児・児童・生徒の引取りを行う。 

（５）その他 

学校・園は、安全指導や避難訓練等の機会を活用し、幼児・児童・生徒に発 

令時の行動について、次のことを発達段階に応じて事前に指導する。 

ア 発令時は、できる限り頑丈な建物や地下に避難し、身の安全を確保すること。 

イ 発令時に、建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る 

こと。 

ウ 「ミサイル通過」等により安全が確認された場合、原則として登校・園中 

の場合は、学校・園、下校（降園）中の場合は、自宅へ向かうこと。 

以   上   
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（資料１１） 
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